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１．開 会 

○事務局 これより第16回の中間貯蔵施設環境安全委員会を開催させていただきます。私、本日

司会進行を務めさせていただきます県中間貯蔵施設等対策室の木下と申します。よろしくお

願いいたします。 

それでは、はじめに環境安全委員会の河津委員長から御挨拶をお願いいたします。 

○河津委員長 福島大学の河津と申します。環境安全委員会を開催するにあたりひとこと御挨拶

申し上げます。まずはじめに今回事故で亡くなられた方に対して御冥福をお祈りしたいと思

います。また、併せて、御遺族の人の方に対し哀悼の意を表したいと思います。 

さて、今回、中間貯蔵施設の受入・分別施設におきまして、このような非常に痛ましい事

故が起きまして、またさらには、今年の２月に続いて、やはり尊い命が奪われる結果になっ

てしまったということで、誠に残念な事と考えております。 

今回の環境安全委員会におきましては、今回の事故について、先ほど現地の事故現場を見

ていただきましたけれども、この事故がどういう状態にあったのか、また、どういう形態で

あったのか、そういうことを踏まえまして、今後の安全対策、さらに同じような事故が、二

度と起こらないように、また併せて、この安全対策について全般的に、もう一度各委員の方

には振り返りながら、ご意見をいただければと考えておりますのでよろしくお願いしたいと

思います。 

次に、中間貯蔵の事業主体であります環境省側から、開催にあたりまして一言いただけれ

ばと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○細川（環境省） 環境省の細川でございます。 

本日は大変お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。また、委員の皆様

方におかれましては、平素より中間貯蔵施設事業に多大なるご協力をいただきまして、この

場をお借りしまして御礼申し上げます。 

先ほど委員長からのご指摘ありましたように、先月28日に、中間貯蔵施設の受入・分別施

設におきまして、作業員の方がベルトコンベアに挟まれて亡くなられるという事故が発生い

たしました。今回の事故でございますけれども、まず、改めて亡くなられた作業員の方に対

して、ご冥福をお祈り申し上げるとともに、ご家族の方に対しまして、お悔やみを申し上げ

ます。 

また、中間貯蔵施設事業については、安全を第一として進めていくべき所を、こういった

事故が発生いたしましたことについて、地元の皆様をはじめ、関係者の皆様方に多大なご迷
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惑、ご心配をおかけしましたことについて、発注者である環境省としてお詫びを申し上げま

す。大変申し訳ございませんでした。 

先ほど申し上げたように、この中間貯蔵施設事業については、安全第一を旨として進めて

いくべきところでございますけれども、こういった事故が発生したことについて、大変遺憾

に感じております。こういった事故が二度と繰り返されないよう、再発防止策をしっかり講

じて参りたいと考えております。 

本日の委員会では、この事故の経緯、状況と原因、それから再発防止策、さらには同様の

工事において、こういった事故が起こらないような対策、そういったことを含めまして、環

境省の方からご説明・ご報告をさせていただきます。委員の皆様方におかれましては、どう

ぞ忌憚のないご意見、ご助言を賜りたいと考えております。本日はどうぞよろしくお願いい

たします。 

○事務局 それでは本日の出席者についてご報告申し上げます。 

本日は13名の委員の方に御出席をいただいているところでございます。ご多忙中にも関わ

らずご出席をいただきまして誠にありがとうございます。 

なお、土屋委員、吉田委員、廣嶋委員におかれましては御欠席のご連絡をいただいており

ます。次に環境省からの出席でございますが、出席者名簿をご覧いただければと思います。 

２．議 題 

○事務局 それでは議題の２番、議事に移りたいと思いますけれども、議事進行は河津委員長か

らよろしくお願いいたします。 

○河津委員長 それでは、議事次第に従いまして、議事の方を進めさせていただきます。 

では、はじめに（１）番の議事、「平成29年度中間貯蔵（大熊1工区）土壌貯蔵施設等工事

におけるベルトコンベアへの挟まれ事故について」環境省から引き続いてご説明お願いいた

します。 

○平塚（環境省） それでは資料１に基づきましてご説明をさせていただきます。 

本日は皆様方、現場確認をしていだきましてありがとうございました。おめくりいただき

ましてこの資料は、現場でもご説明させていただいた資料がございますけれども、立っての

中、あるいは音のある中でのご説明でございましたので改めてご説明させていただきますの

でよろしくお願いいたします。 

まず２ページ、事故の概要でございます。ベルトコンベアで挟まれた状態で作業員が発見

された事故でございます。10月28日10時２分頃に発生しております。受入・分別施設の運転
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中、土質改良機の手前のベルトコンベア駆動モーターが過負荷停止したため現場を確認した

ところベルトコンベアの下部ベルト（土壌を運んだ後に機械の下側を通って戻るベルト）と

プーリー（滑車）の間に挟まれた状態の被災者を発見しました。現場では心肺蘇生措置を行

い救急車で病院へ搬送したが死亡が確認されました。 

被災者の方は受入・分別施設内の機械設備の目視点検を行っておりました。被災状況の写

真をつけております。この写真に被災者の方が発見された状態の手を入れております。そし

て右側の外観を見た方がわかりやすいかと思いますが、ベルトコンベア自体、土を運ぶため

の設備でございまして、右から左側へ上っていくオレンジ色の矢印が土壌の流れでございま

す。 

それに対して今回被災した場所は、下部ベルトと呼ばれる下の紫色の線のベルトでござい

ます。左から右に流れております。 

この、張力を調整するところに滑車がございまして、そこのベルトプーリーとベルトの間

に被災者が挟まれている状態で発見されたということで右側は「推定」としております。 

実際に被災者が巻き込まれる際の状況を、確認しておりませんので、おそらくこういった

潜り込むような形で入って、ベルトプーリーとベルトの間に挟まれたのではないかと考えて

おります。 

続きまして３ページが災害発生時の受入・分別施設の状況でございます。こちらが大熊１

工区でして、左側にあります場所にございます。それを拡大したのが図面でございまして、

ここでは、受入・分別施設における処理の流れをまず触れさせてください。 

ダンプトラックで運ばれてきました除去土壌につきましては、図の右側、赤いところに車

の走路がございますけれども、土壌の流れと書いて文字のあたり、ここにダンプトラックが

着きまして、そこから大型土のう袋を荷下ろしいたします。この施設では、一度に最大３袋

をまとめて吊り上げることができるような設備を使っておりまして、そういった形でダンプ

トラックから玉がけして、土のう袋を吊り上げて設備の中に搬入するということになります。 

そしてこのオレンジ色の土壌の流れの矢印の支点のところに、パレットコンベアと呼ばれ

ます、一つずつ皿のような形で、大型土のう袋を載せるようになっておりまして、そこに載

せられたフレコンが一つずつ、受入・分別施設の建屋の中に入ってまいります。 

この矢印が左右の持っている矢印の線のところで、建屋の中に入りましてそこから下の方

に向かうところに、カタカナのハの字のような設備が二つございまして、まずこの受入・分

別施設は、ＡラインとＢライン二つのラインが同じような構造で上下にございます。今回被
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災がありましたのはＢラインでございますので、Ｂラインに土壌の流れというものを記載し

ておりますが、この土壌が建屋の中に入りまして、二つ斜めにワイヤーソーと呼ばれる設備

がございます。 

この受入・分別施設は、ここでまずフレコンの上からワイヤーを使いまして、切開をして

おります。そして２か所切りまして、×のような形でフレコンに切り目を入れまして、その後

に、右から左にかけてフレコンがベルトコンベアを流れることになります。そして上の方に×

の切れ目をつけたフレコンバッグを上から下に落とす、頭から落ちるような形ですね、上下

逆に落とすことによって、おしりのほうを、グラップルとよばれる重機で摘まみ上げること

によって、土のう袋そのものを取り出して、下の方にはベルトコンベア上に土だけの残ると

いうことで、土壌が流れる仕組みとなっております。 

下の方に、緑で右から荷下ろし、破袋、袋除去と工程を書かせていただいております。今

説明しましたのが破袋工程でしてそこから重機を使って袋を除去をいたします。 

そして、途中に黄緑色であるとか赤、青も丸、三角、四角がございますが、これはすべて

の作業員の方でございます。作業員の方が、現場でそのまま作業をしている場合もあるので

すが、重機の中で作業されているオペレーターの方もいらっしゃいます。そして袋から取り

除かれました除去土壌ですけれども、その次に一次分別の入口に、二軸破砕機というのがご

ざいます。こちらで破砕を行うのですが、基本的には除去土壌だけですけれども、小さい土

のう袋などは、このワイヤーソーでも切れませんので、小さい土のう袋を破く、それから大

きな土の塊をほぐすために、二軸の破砕機というものを通しております。 

その後に100㎜、10㎝のふるいをかけるのが一次分別の工程となっております。その一次分

別が終わりましたら、次は、被災者がおりますところを通りまして、土質改良プロセスにな

ります。100㎜のふるいを通った土壌に改質材と呼ばれます土をパラパラにする薬剤を添加い

たします。それが改質材添加装置と書かれたところでございまして、そこからさらにベルト

コンベアで運ばれた土質改良機という、長方形の細長い所です。ここで改質材と土壌とを混

合いたします。そしたらなじませるといいますか、土をばらばらにした状態で、さらに左に

行きまして今度は二次分別という行程で、20㎜、2㎝の機械式ふるいにかけて、その下に、20

㎜より小さい土壌が出されるというのがＢラインの出口でございます。 

出てきた土壌につきましては矢印の上の方に向かいまして、ベルトフィーダーと呼ばれる

ところから、ここへ重機に投入しまして、ベルトコンベアとある上の方に出て行きます。こ

こから建屋の外に出まして、ベルトコンベアに乗って土壌貯蔵施設まで運ばれる、というの



-5- 

がこの施設における基本的な処理の流れになっております。 

そして発災当時、作業員の方の配置でございます。この受入・分別施設の建屋でいらっし

ゃった方と、それからそこに付帯しております管理棟にいらっしゃった方とがあります。全

部で、右上にございますとおり、ＪＶの職員が２名、Ａ社一次下請けが５名、Ｂ社二次下請

けが１名のこの方が被災者でございます。そして、それ以外の下請けが一次二次が合計29名

ということで合計37名の方がいらっしゃいました。 

管理棟にいた方は、中央監視室と呼ばれる所に三角が４つ、上四角が１つございますが、

このうち赤い三角のところの方１名が監視員ａで、もう１名が現場担当者ｂという方がおら

れます。これらの方が時系列で出てくる登場人物でございます。 

そこが中央監視システムでございまして、その隣に、ＪＶの事務所がございまして、元請

けであるとか、一次、そして他社の下請けの方がいらっしゃいました。 

そして、建屋の中でございますけれども、被災者の方とそれから黄緑の四角、これは他社

の下請けの方が作業に従事していたという状況でございます。 

おめくりいただきまして、事故発生の流れを時系列でご説明いたします。右方にございま

すように被災者が関わっている時系列について赤字で示しております。 

まず６時半に現場で朝礼がございまして、６時40分に当日の作業内容の確認、ＫＹ、危険

予知活動を行っております。その日のＫＹ記録表によりますと、被災者の作業内容としまし

ては、場内を目視点検し、プラントの異常箇所があれば機械停止後に整備を実施することと

なっております。安全衛生指示事項としましては、挟まれ巻き込まれ防止、あと手元確認、

他業者の動きに注視する、手足元の状況の確認をして作業を行うとなっております。 

またこの指示事項につきましては、作業内容にありますとおり、目視点検をして、異常が

あったら停止後に整備を行うということで、点検と整備というのがこの方の作業内容であっ

たとされます。 

ただし、この指示事項に書かれている内容は、機械停止後に実施する整備に関する安全衛

生指示事項だけであるということになっています。 

そして運転開始は朝７時だったのですが、その10分前の６時50分から運転開始前の現場確

認ということで、機械が動く前に、作業員の被災者とそして後ほど出てきます現場監督ｂで

現場の確認を行っております。この時点で機械は動いておりません。 

そして、ベルトコンベアの運転を開始しまして、現場担当者ｂ及び被災者は場内の目視点

検を実施しておりました。 
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その後10時２分、中央監視室の監視員aがモーター過負荷停止を監視モニターで検知とあり

ます。監視員aは中央監視室で監視モニターを常にチェックをしておりまして、何か異常が無

いかを確認する役割でございます。 

そして10時４分、監視員aは中央監視室にいた現場担当者ｂに現場の確認を依頼しておりま

す。そして監視員a等が被災者に無線携帯電話で連絡するも応答はございませんでした。この

際に、現場担当者ｂも被災者と同様に現場の巡回、点検、目視点検を行っていたのですが、

この時間は現場担当者ｂは休憩時間と言うことで中央監視室におりました。 

そして、監視員aが異常を確認しましたので、休憩中の現場担当者ｂに電話で確認を依頼し

たということでございます。 

そして現場担当者ｂが現場に到着したのは10時５分でございます。 

10時８分に現場担当者ｂが巻き込まれた状態の被災者を発見しております。そして救急車

を手配しております。 

10時12分、ベルトコンベアのベルトを切断し、被災者を救出。心肺蘇生措置を実施しまし

た。 

10時30分に受入・分別施設の緊急車両出入口に救急車が到着し、救急車が10時36分に出発

し、ふたば医療センターへ搬送しております。 

11時40分に被災者の死亡が確認されました。 

そして今日現場でもご質問がございまして、いくつかお答えしたいと思っておりますけど

も、まず、この被災者の方が７時運転開始してから10時4分に巻き込まれたと考えられる時刻、

この間一人で作業していたのかということですが、目視点検自体は基本的に一人で行ってお

りました。 

ただ、ずっと一人で動いているのですが、途中で、例えば、現場担当者ｂと会って話をし

ている、他の現場の作業員と会うというようなことは当然ありました。 

これが一人作業に当たるのではないかと現場でお話がございました。 

こちらが繰り返し申し上げておりますとおり、作業内容としましては、場内を目視点検す

るということで、本来であれば特段物は持たずに何か異常が無いかということを確認し、も

し問題があれば無線で中央監視室に連絡して止めるということでしたので、これをやってい

る間の作業は、一人で巡回をするということは特段問題ないと考えておりますし、労働安全

衛生法上でこういった作業を一人でやってはいけないというわけではないので、安衛法違反

ではないと考えております。 
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なお、警察、消防、それから労働基準監督署につきましては、当日に実況見分等現場の確

認をしております。その現場の確認は当日のみで終了をしております。現時点では警察、あ

るいは労働基準監督署から見解等は示されておりません。 

そういった、警察、労働基準監督署の見解等出ていない段階でございますけれども、現時

点での発生要因と当該ＪＶの再発防止策について説明させていただきます。 

まず発生要因の①番ですが、ベルトコンベアを停止させずに立入禁止区画に入り、運転中

のベルトコンベアに巻き込まれた。 

これに関しては、作業手順書では、異常を発見したら中央監視室に無線で連絡し、中央監

視室がベルトコンベアを停止してから整備作業を行うことになっていたが、被災者は連絡を

していなかったということでございます。 

これに対する再発防止策としましては、作業場の基本ルール（立入禁止区画への進入禁止、

稼働中機械への接近禁止、機械への接触は機械が完全に停止した状態で実施すること）を再

確認し、全作業員に繰り返し教育いたします。 

これをまず1回目として11月5日に実施いたしました。 

また、点検・整備作業における危険ポイントについて、点検・整備要員に繰り返し教育す

る。こちらも1回目を11月5日に開催しております。 

発生要因の②、立入禁止措置は設置していたが、ベルトコンベアの回転部に接近できる構

造であった。作業員が立入禁止のために設置していたチェーンを越えて回転部に接近できる

構造であった。これに対する再発防止策といたしましては、作業員が可動部に接近する可能

性のある全ての箇所について、ネットフェンスを設置し、施錠いたします。これによって物

理的に立ち入ることがほぼできない状態にしております。点検等のために立入が必要な場合

は、機械停止後にのみＪＶが立入許可を行うこととし、この手順を点検整備手順書に明記し

て再教育する。これも11月５日に行っております。 

そして③番、被災者は機械の運転上不必要な作業（回転部に付着した土壌等をケレン棒で

除去）を行おうとした。これについては実際目撃者がいるわけではございませんので「推

定」としております。おそらくこうしたのであろうということで状況から推定しております。

被災箇所には通常の目視点検においては使用しないケレン棒（清掃用具）が残されていた。

このケレン棒は、委員の皆様に現場でご確認いただいたかと思いますけれども、清掃を行う

ための、先の方にへらが付いていて、棒としては長さが1メートルくらいのものでございまし

て、付着している土等を取り除くための棒でございます。被災者は回転部に付着した土壌等
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をケレン棒で除去しようとしていたと推定されるが、これは、機械の運転上必要のない作業

でございました。これに対する再発防止策としましては、機械の点検・整備の手順や異常の

判断基準について、点検整備手順書に明記し、繰り返し教育を行います。これも11月５日に

行いました。 

そして最後に、環境省としての再発防止策でございます。ベルトコンベア等への巻き込ま

れ災害のおそれがある全ての工事の受注者に対して以下の実施を指示し、実施状況を確認い

たします。 

１つ目がベルトコンベア露出部等の立入防止柵の設置です。ベルトコンベアが露出してお

り、人が何らかの方法で近づくことができる部分について、人が立ち入ったり、可動部に触

れたりできないよう、ネットフェンスやバリケードにより、立入防止柵を設置いたします。 

これは、従来この工区でも行っておりましたロープやチェーンのみの容易に立ち入れるよ

うなものは不可といたします。それとともに施錠管理等を施すことにより、許可なく近づく

ことができない状態にいたします。 

次に、ベルトコンベアに限らず、巻き込まれや接触による災害のおそれのあるリスク箇所

の洗い出しを行い、立入りや接触ができないような物理的な措置をとってまいります。 

２点目が作業手順書等の現場ルールの徹底です。各施設におけるベルトコンベアやその他

の可動部等の危険箇所について、現場において危険箇所を確認しながら、「可動部には、運

転時は絶対近づかない、触らないこと」を再教育いたします。 

危険箇所の洗い出しを行う中で、必要に応じて作業手順書の見直しを行い、繰り返し教育

を行います。 

「安全第一」を改めて周知し、異常や気になることがあれば躊躇することなく機械の停止

や作業の中止を行うよう、繰り返し教育を行ってまいります。 

資料１の説明は以上でございまして、現場でご質問がありましたことについてご回答をさ

せていただきたいと思います。 

○野村（環境省） それでは改めまして整備推進課長の野村の方から現場でご質問がありました

点のうち、確認がとれた部分についてお答えをさせていただきます。 

まずベルトコンベアの出力とテンションについてご質問がありました。出力は、駆動モー

ターの出力が５．５kWでございます。ベルトコンベアのテンションにつきましては確認中で

ございますので、今はお答えできない状況です。 

２点目、事故時に点検・整備要員は点検項目が定めてあってそれのチェックをしていたの
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かというご質問がありました。これにつきましては、点検項目の定めがあったのは機械を起

動するときについては定めがあり、稼働中に点検する項目については定めがなかったという

状況でございまして、現場でもご説明しましたとおり、異音が発生したりですとか、ベルト

の蛇行があったり、機械物ですので、臭いがすることもありますので、そういった異常を、

巡回しながら発見するという役割を担っておりました。以上でございます。 

○河津委員長 はい、ありがとうございました。それでは、資料に関連することになりますけれ

ども、これは、県と町で実施しました事故の立入調査ということでございます。事務局の方

から説明お願いいたします。 

○福島県 それでは資料２でございます。今回の事故を受けまして県と大熊町、双葉町とで、安

全協定に基づく立入調査を実施いたしました。実施日時でございますけれども、事故の翌日

10月29日の午前中に実施しております。 

２番、実施者等でございますが、福島県から４名、大熊町から３名、双葉町から２名が出

席いたしまして、対応したのは福島地方環境事務所から３名、ほか大熊①工区の受注ＪＶの

担当者ということでございます。 

３番、結果でございます。現場の状況を確認いたしまして、現場の担当者から聞き取りを

行いました。現場の状況は今のところ環境省から説明がありましたので省略いたします。 

問題点として現場で聞き取り等をしたことでございますが、被災者が手順を遵守しないで、

ベルトコンベアを停止せずに作業を行ったことと推測されるとお聞きしております。 

４番、県と両町から現場で環境省へ申し上げた意見でございます。直接的な原因究明にと

どまらず、深層までの原因究明を行い、再発防止策の立案及び他の工区、他のリスクへの水

平展開を図ること。もう一点、事故の詳細について改めて県及び両町へ報告すること、この

２点を環境省に意見として申し上げております。以上でございます。 

○河津委員長 はい、ありがとうございました。それでは、資料１、資料２につきましてご質問、

ご意見等いただきたいと思います。 

○石田（仁）委員 大熊の石田でございます。ちょっと現場で確認を忘れていたのですけれども、

２ページで、これは被災状況と推定の図ということになっておりますが、被災者は、腹ばい

の状態なんですか、それとも仰向けになっていたか、ベルトに囲まれていて、この絵を見る

となんか仰向けみたいな形になっているんですが、推定の方だと、これで巻き込まれたら逆

に腹ばいの状態になると思うんですけども、この辺、どういう状態で発見されたのかを教え

ていただきたいです。 
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○野村（環境省） はい、お答えいたします。現場で救出した方達の記憶は定かではなかったと

いうことです。仰向け状態だったのか、うつ伏せ状態だったかは、救出に非常に慌てていた

状況で、はっきりとした記憶がないというふうに聞き取りをしております。 

○河津委員長 よろしいですか。 

○石田（仁）委員 わかりました。大丈夫です。 

○河津委員長 はい、では千葉委員。 

○千葉委員 大熊町の千葉です。先ほど、この点検者の方が非常に昔から、建設当時から携わっ

てきた方で、まじめな方だと言うことをお伺いしました。 

それで、そういう方が、運転中にケレン棒を使うということも非常に考えづらいし、それ

からこういうベルトコンベアの事故は、実は当初も巻き込まれの事故というものが確かにあ

ったはずで、再発防止の対策をとられていると思うんですけれども、そういうことを知らな

いわけではない人だとは思います。他の現場も含めて、ちょっと私が懸念しているのは、そ

の亡くなった方には申し訳ないですが、魔が差したんじゃないか、という気がします。運転

中の所にケレン棒を差し込むのは自殺行為に近いですからね。ではそのなぜ魔が差したのか

という所を、今回ちゃんと掘り下げて、対策をとってほしいと思うのは、朝、非常に早いん

ですよね。6時前にはもう集まってますし。ですから、前の日どうだったのかとか、その人は

単身だったのか出稼ぎだったのか家族持ちで双葉郡だとかいわきに住んでいるのかとか、そ

ういうところのいわゆる事故者の前日の状況っていうのも、私は大事なファクターがあるの

ではないかと思います。慣れてる人でも、状況によっては、今日は早く帰りたいから、停止

したときに清掃なんかしてられないとかね。そういうようなことを思っているのかも知れな

いし、そのほかのファクターがあるんじゃないかなという気がします。 

まあ、これを見ててもちょっとあり得ないし、その慣れてた人が点検員として、一人で点

検して良いよって言われるためには熟練してるということだと思います。 

ですから、是非、そのへんを皆さんの方で調べていただきたいなと思います。要は事故を

起こした方は今までいろんな方いらっしゃると思います。ヒヤリハットもあれば軽微な事故

もあると思うんですけど、やはり前の日どうだったのかとか、その人のその習慣というか、

家庭環境だとか、その居住環境なんかどうだったのかも、調べていただかないと、確かにそ

の現場での対策はこれでいいと思うんですけど、作業者が一人亡くなっているわけですから。 

私が思うには、朝のツールボックスミーティング、６時台にやってますよね。ですから、

ツールボックスミーティングやる班長さんも監督さんも、それ受ける作業者さんも、下手す
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ればぼーっとしているかもしれないんで、そのへんは是非、直接的な面ではなくて間接的な

原因かもしれませんけどその人の体調や心の状況も調べていただいて、そういうことがあれ

ば、ツールボックスミーティングも非常に時間をかけて、その人の体調や精神状態をチェッ

クできるようなことにしていかないと、なんか対策しようがないような本当にあり得ない事

故なんで、そういうところは是非考えていただきたいと思います。これは私の提案です。以

上です。 

○河津委員長 はい、非常に大事な話だと思いますので、環境省から是非お願いします。 

○坂井（環境省） ご指摘ありがとうございます。作業員の方一人一人の体調、心の状況、背景

などをきちんと把握をした上で、対策、それから日々のツールボックスミーティング・ＫＹ

に生かしていくべきだというご指摘だと認識をしております。この工事や他の工事につきま

しても、そのような観点で各現場においてしっかりとやっていくように呼びかけてやってい

きたいと思っております。今回の事故につきましては作業員の方の背景などご指摘のような

点を十分に調べきれているわけではございませんけれども、そういったところをしっかりと

把握をして対策に生かしていかなければ生きた対策にならないというご指摘だと思いますの

で、認識をいたしまして、各現場でやっていきたいと考えております。ありがとうございま

す。 

○河津委員長 はい、よろしいでしょうか。他に。 

はい、菅野委員お願いします。 

○菅野委員 双葉町の菅野です。まず事故。起こったことはもう取り戻せないし、命亡くなった

ものは取り戻すこともできません。この事故に遭われている方の補償賠償、これは本当に受

注者側発注者側が責任を持ってやっていただきたい。 

あとですね、事故に関して言わせていただければ、たぶんこれ二人で先ほども環境省のご

説明の中で、現場でも言われたことを同じ事を何回も言っている。「と考えております。」、

「と考えております。」、「私たちはこういうふうに考えています。」、あなたの考えでは

何にもやっていないんで、法律とかそういうのがあるのは、きちんと法律があることを熟知

して答えてくださいと現場でも言いましたよね。「と考えております。」、あなたの考えで

は何もやっていないんですよ。あなたの考えを聞いているわけじゃないんで。僕は法令とか

大丈夫ですかっていうことを聞いているんです。今まで言ったことに関して「考えておりま

す。」なんていうあなたの考えは聞いてません。ちゃんと今後は、質問されたことには的確

に答えてください。 
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まあ、それを言わせてもらえれば、この逆に言うと、二人作業だったら、この事故、もし

かすると事故があってもすぐに救出できたという面もあるので、できれば本当に二人作業を

やっていただきたいなと。それに関して、受注者側だけが対応するんではなくて、それは発

注者側もですね。一人増やすことによってどれだけお金がかかるか。まあ要はそういう部分

も出てくるわけじゃないですか。 

これ、発注者にも僕これ大枠で見て大きな問題があると思うんですよ。今年は400万㎥以上

のものをね、中間施設に入れると。これ本当に今日僕が郡山から高速で来るとき、僕が富岡

に来るとき、288号線、高速道路、すごいダンプですよ。その中で今日帰りのバスの中で見た

とき、あの下ろし待ちですか。ずいぶん待っていますよね。そういう面で、あの行程に無理

があるのではないかなと。 

あの環境省さんが発注側で、自分たちで机の上で計算するのは簡単だと思うんですよ。だ

けど、実際それをね、トラックを用意したり管理をする方の現場の気持ちを全然分かってな

いんじゃないのかなと。 

国としてやるんであれば、国の面子よりも、人の安全だと思うんですよ。そのへんも、受

注者側との話し合いできちんと聞いて、いや受けてしまってからでは実際にはきつい。であ

れば、それはそれで期間を延ばしたり、そういうことも考えていかなくちゃならない。 

事故が起きてしまって、これはもうＪＶ側は、いろんな対策をやってくれてますよね。で

も事故ってなかなか防げないものだと思うんです。それを一生懸命やってくれてるところに

対しての管理は発注者側の気持ちもないとまずいかなと。 

そこでこの対策を見させてもらうと環境省の再発防止、これはなにもできないんじゃない

ですか。あなた方。これ受注者側だけがやるようなことじゃないですか。だったら、ちゃん

とこういうところに、ちょっと無理な計画かもしれないので、これを受注者側との来年度に

一本くらい回すような話し合いを始めますと。 

運搬に関してもこういうことがちょっとあれなのかなっていうような話し合いをいいです

か、そういうものを的確にやっていくっていうような再発防止策なら分かるんですけど、こ

の露出している部分等の立入の防止柵とかそういうのって環境省でできるもんじゃないです

よね。受注者側がすべきじゃないですか。 

だから、そういう発注者側ができることを何で書かないのかなって。これ見て普通に受注

者側がやることですよね。環境省がやるんですかこれ。そのへんちょっと僕どうなのかなっ

て。 
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作業手順等の現場ルールの徹底とかも分かるんですけど、これは受注者さん側でそれをや

ってもらうために、やっぱりそれだったら受注した会社とかＪＶさんとかそういうものと、

今後ちゃんとした話し合いをして、「対応していきます、予算の面でもそういう点でもちゃ

んと面倒見ます」というのが、環境省側の再発防止じゃないんですか。それをちょっと僕最

後のこれに関してはちゃんと約束してほしいなと。 

金額が変わらない。だけどやることはいっぱいやれって言ったら、これなかなかできない

ことですよね。どこかに歪みが起きてまた事故が起きるんで、少しでも事故を減らすような、

そういうような対策をもう一度聞かせてもらいたいです。 

○河津委員長 はい、環境省お願いします。 

○松崎（環境省） 菅野委員ご指摘ありがとうございました。現場でも同じ趣旨のご指摘をいた

だきました。この環境省の再発防止策と書いているのは、仰るように、受注者に対して、こ

れをこのように対策を実施するように我々が指示をし、確認するということですが、委員が

仰ったように、我々、この対策は安全が第一ということでやっているのですが、実際にその

対策を行うには段取りもありますし、準備もございます。今ご指摘のとおり、輸送していく

にあたっては、車の調達もしなければなりません。それにも一定の期間が必要です。 

ただ、我々としても、いろいろと工事をしたり輸送をしたりするには、それだけの必要な

時間がかかるということを、我々も重々認識しているつもりですが、発注者と受注者の関係

という観点に立つと、先ほど話し合いをしていますと申し上げましたが、受注者の方の立場

からすると、それをより重く受け止め過ぎたり、深刻にとらえたりということもあると思い

ますので、そこは、話し合い、協議をしていきながら、安全にかつスムーズに、無理のない

ような工程で、準備期間を設けて進めていくという意識を、今のご指摘を踏まえてよりしっ

かり我々発注者側担当者も、同じ認識を持って対応していきたいと考えております。 

○菅野委員 いや、対策とか実施していくのに、予算の面はどうすんですか。 

○松崎（環境省） 実施をしていくには、請負工事では当然費用がかかります。それは安全対策

だけではなくて、他のいろいろな段取りであるとか、例えば資材も含めて経費は必要です。

その点については、工事受注者、元請けの方と協議をするという形でこれまでも進めてきて

おりますけれども、今後もその点を含めて、しっかりと協議をして対応していきたいと思い

ます。ご指摘ありがとうございました。 

○菅野委員 被害者に対しては。 

○松崎（環境省） ご遺族への対応もしっかりと丁寧にやるということは本当に重要なことでご
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ざいまして、事故が発生したその日に、工事受注者である元請けのＪＶに対しては、とにか

くそこを何よりも丁寧に誠実に対応するようこちらから指示しており、工事受注者の方も、

事故発生当日から丁寧、誠実な対応を行っているところですが、これからも、しっかりと、

その点は繰り返し申し伝え、行動していきたいと思います。ご指摘本当にありがとうござい

ました。 

○河津委員長 はい、よろしいでしょうか。はい、鈴木委員お願いします。 

○鈴木委員 私の方からも、先ほど千葉委員からもお話がありましたように、今回の巻き込まれ

事故ですが、今年の５月に、別なＪＶで、やはり同様に巻き込まれて、腕を骨折するという

事故が起きております。そのときの発生原因とか再発防止策は、ほとんど同じものであって、

それが水平展開されていれば、この事故は防げた事故なのではないかと思っております。そ

ういう意味で、これまでも起きた事故の水平展開、どうしてもその起きたＪＶの中では対策

は挙げられるんですけれども、他のＪＶまで水平展開がされていなかったというところがあ

りますので、改めてその部分については環境省にお願いしたいと思っております。 

あと２点目として、先ほど現場を視察している委員の方から様々なリスクの考え方とかが

出ましたので、そういった現場を知る人から、危険とか、そういったものを吸い上げて、共

有できるような仕組みを作っていかないと、小さなものからかもしれませんが、こういった

事故を防ぐという事ができないのではないかと思いますので、そういった仕組み作り、それ

はやはり受注者ではなく発注者の側から、環境省が主体的になってやっていただければと思

いますのでよろしくお願いしたいと思います。 

○河津委員長 それでは、環境省の方から今の発言に対してご意見等あればよろしくお願いいた

します。 

○坂井（環境省） ２点ご指摘いただきました。まず１点目の、過去の事故に関しての横展開が

きちんとなされていなかったのではないかという点でございます。ご指摘いただきましたよ

うに、今年５月にも他のＪＶで、運転中のベルトコンベアの回転部に触ってしまって、腕が

巻き込まれて骨折をするという事故が発生しておりました。この事故の原因としましては、

点検の時の手順を決めていたわけではありますけれども、被災者がその手順を無視して、運

転中のベルトコンベアの回転部に触ったこと、それから、点検や調整の方法の検討が必ずし

も十分ではなかったといったことがございました。こういった事故の状況や原因を含めまし

て、全受注者に対し、当省から共有をいたしまして、注意喚起は行ってはおりました。各受

注者に対し、事故の状況の展開をしたということでございます。しかしながら、今回のよう
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な事故が発生してしまったということでございます。 

今回の事故を受けまして、他の工事において、ベルコンを使用している場合に、露出部の

立入禁止の措置がきちんととられているかどうかということを確認いたしまして、それにつ

いては、きちんと措置されているということは確認いたしましたけれども、今後とも、こう

いった事故が発生しないように横展開を確実に行っていけるよう、工程会議や安全会議等の

場で、受注者ともしっかりと意見交換を行い、深掘りをしながら進めて行きたいと考えてお

ります。 

それから２点目、現場の危険な状況をきちんと現場から吸い上げる仕組みを発注者として

作るべきであるといったご指摘でございます。こちらにつきましても、各現場で日々の危険

予知活動をしっかりとやりながら、作業対策に生かしていくといったことが重要であると考

えてございます。発注者といたしましても、日々の巡回、それから抜き打ちの安全パトロー

ルも実施をしておりますけれども、そういったところで、現場できちんと危険予知が行われ

ているかをしっかりと確認をしていきたいと考えております。ありがとうございます。 

○河津委員長 はい、よろしいでしょうか。私の方からも一つあるんですけれど、前の５月に起

こったベルトコンベアに挟まれた事故に対して、以前の資料にありますが、再発防止対策の

中に鍵付きの立入禁止フェンスを設置するというようなことが謳われていますけれども、今

回それが反映されていなかったということになるんですか。 

○松崎（環境省） お答えいたします。当時の５月の事故に関しましては、今仰っていただいた

ような対策をとりました。この事故を起こした受注者においてこの対策をとったということ

でございます。その際、横展開としては、その当時の事故の状況、原因等々について周知徹

底、注意喚起を行ったということでございます。ただ、今回このような死亡事故が発生した

ことを受けまして、資料１の最後のページでもご説明しましたが、このような巻き込まれ災

害のあるおそれのある全ての工事の受注者に対しまして、立入防止柵、接近できないような

措置を施す、ルールの徹底の再教育を行うという横展開を、このたび実施することとしたも

のでございます。 

先ほど、鈴木委員の方からもありましたが、このベルトコンベアに限らず、ということで

①の２つ目のポツに書いていますが、ベルコンに限らず、巻き込まれや接触による災害のお

それのあるようなリスク箇所も洗い出しを行って、必要な対策を行うということも含めて、

今回の関係工事受注者に対して指示を行っているところでございます。 

○河津委員長 はい、ぜひ横展開を徹底するような形で進めていただきたいというふうに思って
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います。ほかにいかがでしょうか。 

○高萩委員 はい。 

○河津委員長 はい、高萩委員。 

○高萩委員 双葉町の高萩です。まず4ページですが、当日の6時40分に、危険予知やられました

と。ここの作業内容で場内目視で、機械停止の整備を実施するということで、その方も、1年

以上経験ある方のようですが、まずどのような中身をやったのかというメモは、ＪＶに残っ

ているのかというのが１点目の質問です。 

あと先ほど、野村さんから回答いただきましたが、私、現場で言いましたけど、その目視

点検の手順書はなかったという話で、先ほど５月の話にもありますけど、そのときは手順書

があったけど、人が守らなかったということ。それでやっぱり、皆さんが言っているとおり、

いろんなＪＶがやっているじゃないですか。たぶん水平展開が全くできていないと思うんで

すよ。お話を聞いてて。 

やっぱり、ヒューマンエラーってよく話に出ますけど、人間はもうヒューマンエラーを起

こすものだと思って、十分そういう基本的に最後の方まで危険の洗い出しをして、必要に応

じて作業手順書の見直しを行うって書いてあるんですけど、手順書がない作業なんてやらせ

てはダメなんで、もう一回総点検ていう言葉もいいのかよく分からないんですけど、その作

業やってる中身を皆さんよく把握していただいて、ＪＶには当然お願いしてるとは思うんで

すけど、そういう意味でもう一度初心にかえって、いろんなＪＶのやってる作業を皆さんち

ょっと共有していただいて、本当にその５月の事故が生きてればこういうことは起きなかっ

たと思うので、十分もう一度総点検というか、いろんな見直しをしていただきたいなと思い

ます。 

それで実際、その６時にやられていたときに、ご本人もちょっと推測とかそういうので眠

気とかがあって千葉さんの方からもあったと思うんですけど、やっぱりそういう健康状態と

か、今後のＫＹのやり方も、本当はもうちょっと考えないとならないのかなとも思うので、

要望になりますが、検討していただければ幸いだと思います。 

やっぱり作業手順がない、というのはもう無いようにしてもらいたいんです。いろんな現

場やっていると思うんですが。やっぱり人間いろいろ経験とかして、逆に慣れちゃうとそう

いうヒューマンエラーを起こす可能性があるので、十分日々の朝のミーティング、ＫＹ活動

の充実をやっていただければ幸いかと思います。以上です。 

○河津委員長 はい、環境省お願いいたします。 
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○野村（環境省） はい、1点目、点検の記録があったかということについてですけれども、Ｊ

Ｖの方で今すぐわかりますか。この被災者の方が当日点検の記録を残していたかどうか。 

○鹿島ＪＶ 発言よろしいですか。 

○河津委員長 はい、どうぞ。 

○鹿島ＪＶ ＪＶの現場代理人を務めております小沢です。このたびは大変申し訳ございません。

今委員からご質問がありました、記録と手順ですけれども、手順書はございました。ただし、

その点検表というものについては、始業時に行う点検表はあるんですけれども、稼働中につ

ける点検表というものはその時点では持ち合わせてございませんでした。したがいまして、

点検した記録を残した記録もございませんでした。まずそのようなご回答をさせていただき

ます。 

○野村（環境省） ありがとうございます。２点目、作業手順書の総点検をというご指摘でした。

環境省の再発防止策のところで、この１と２は具体的には、ＪＶの方でやっていただく中身

ですけれども、それが徹底されているかどうか実施状況を環境省側で確認するというふうに

考えております。この中で、今回当然、類似の災害が起こりそうな作業手順について、きち

んと各ＪＶの分も鹿島の方で見直した手順書が、今、一番良い状態で作られていると思いま

すので、それと比較しながら確認していきたいと思います。ありがとうございます。 

○河津委員長 はい、他にいかがでしょうか。はい、吉岡委員。 

○吉岡委員 大熊町の吉岡です。今回事故を起こしました改質機のところなんですけれども、以

前、改質材の投入の段階でだいぶ調整に時間がかかっていた場所かなと思います。それで、

入ってくる土の水分量っていうのは、一定じゃないと思うんですよね。それで改質材を投入

するタイミングとか量とかで、うまくできないとその分がベルトの表面に残ってローラーに

引っ付いてしまうと。そういうのは常々考えられることですので、あのローラーに付かない

ようにする対策というのは考えていたのかどうか確認したいのですけれども。 

○平塚（環境省） お答えします。まず改質材の添加に関しましては、その直前の、一次ふるい

100㎜アンダーでベルトコンベアに落ちてきたものの含水率を測定いたします。これは連続的

に測定していまして、それから数秒後に改質材の所を通りますので、それまでの時間で、添

加する量を決めている。ということで、本来必要な量を必要なだけ添加するという形で運転

をしております。 

ただ、もちろん、土がベルトコンベアに乗っている形状とかによって正確でないような場

合は、改質材の添加量が不足するようなこともあるかと思います。そういった場合につきま
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しては、改質がうまくいかずに後ろの方で20㎜オーバーになってしまうとか、ベルトコンベ

アにこびり付いてしまうようなことも当然生じるかと思います。 

その対策といたしましては、今回の事故が起こったように、下部ベルトの方に土が残って

いるのではないかということなので、その下部ベルトの方に、スクレーパーという、土が乗

っかった状態で来た場合に、ベルトコンベアの表面にへらが当たって土を落とすような仕組

みのものですが、このスクレーパーを何か所かに付けておりまして、これによって、ベルト

コンベアに土壌が付着したままリターンしないような形の対策が講じられております。 

○吉岡委員 ただ今回、事故で巻き込まれたベルト、プーリーというのがベルトの表面が当たる

ところですよね。やはりあの泥とかなんかがいくらか残っていたのかなと。そこに泥が付着

しなければ、そんなに頻繁に清掃する必要もないですし、点検もほぼメンテナンスフリーに

なるのかなと思いますので。もう１か所ですね、改善しなければならない点、素材、材質と

か、検討していただければと思います。 

○平塚（環境省）ありがとうございます。おそらくもう土が乗っかった時点で、含水率が高いも

のは、そのままこびりついてしまうリスクがあると思いますので、おっしゃるとおり、こび

りつきにくい材質とか、そういった検討につきましては各受注者のアイディアを出していた

だくべき所かなと思っておりますので、ご指摘を踏まえて、各ＪＶと相談したいと思います。

ありがとうございました。 

３．閉会 

○河津委員長 はい、よろしいでしょうか。現場でもですね、様々な意見が出たんですけれど、

色々あったと思います。是非その辺も、今回議事録が出るにしても、現場での意見の反映と

いうことを含めまして、現場でどういう話があったかということも、ここの場の議事録だけ

ではなくて、何らかの形で残していただければと思いますので、その辺はよろしくお願いい

たしたいと思います。 

ほかによろしいでしょうか。それでは、いずれにしましても今回死亡事故ということにな

ってしまっていることも含めまして、それから先ほどにもあるように水平展開ということも

含めて、是非今日出た意見、この委員会後の事後確認、現場において委員から出た意見、そ

ういったものに関して、どうぞ真摯に受け止めていただいて、引き続き、中間貯蔵施設の事

業について、安全第一に進めていただければと思いますのでよろしくお願いしたいと思いま

す。 

それでは、そのほかということで、全体的にまたがった質問など、なにかございますでし
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ょうか。よろしいでしょうか。 

それでは、最後に、挨拶で終わりたいと思います。本日は本当にお忙しい中、急なこの委

員会に、ご参加いただき誠にありがとうございました。 

先ほどから意見でも取り上げていましたように、今年度からは400万㎥以上という目標を掲

げておりますが、是非この数値目標ということを優先するのではなく、安全第一ということ

が優先だと、当然でしょうけれども、まさにそれもまた肝に銘じていただいてこの事業を進

めていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは、これで本日の環境

安全委員会は終了させていただきます。それでは、進行は事務局の方にお渡しいたします。 

○事務局 はい、ありがとうございました。最後に事務局からご連絡をいたします。 

本日の議事録ですけれども、これまで同様に、各委員の皆様に照会させていただいきたいと

考えておりますのでよろしくお願いいたします。 

また次回の会議の開催につきましては、改めまして委員の皆様にご案内を差し上げること

とさせていただきます。以上をもちまして、中間貯蔵施設環境安全委員会（第16回）を終了

いたします。本日は誠にありがとうございました。 

以 上  


